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固
定
資
産
評
価
通
知
書
（
登
記

用
）
の
交
付
を
廃
止
し
ま
す

国
の
政
策
に
よ
り
令
和
８
年
２

月
２
日
か
ら
標
準
準
拠
シ
ス
テ
ム

を
導
入
す
る
た
め
、「
固
定
資
産

評
価
通
知
書
（
登
記
用
）」
の
交

付
を
廃
止
し
ま
す
。

廃
止
以
降
は
、
登
記
用
の
評
価

証
明
書
を
発
行
し
ま
す
。「
評
価

証
明
書
（
登
記
用
）」
は
、
登
記

申
請
の
た
め
法
務
局
に
提
出
す
る

場
合
の
み
交
付
し
ま
す
。（
発
行

手
数
料
無
料
）

※
法
務
局
か
ら
発
行
さ
れ
た
「
固

定
資
産
評
価
証
明
書
交
付
依
頼

書
」
を
持
参
し
た
場
合
も
、
発

行
手
数
料
無
料

非
課
税
物
件
と
賦
課
期
日
以
降
に

異
動
が
あ
っ
た
場
合
な
ど

「
評
価
証
明
書
（
登
記
用
）」
に

近
傍
価
格
を
表
示
し
て
発
行
し
ま

す
の
で
、
証
明
書
の
交
付
申
請
時

に
お
伝
え
く
だ
さ
い
。

問
税
務
課 

資
産
税
班

�

☎
７
７
３・６
６
６
８

都
市
計
画
下
水
道
変
更
案
の
縦
覧

下
水
道
処
理
区
統
合
に
伴
う
都

市
計
画
下
水
道
の
変
更
案
に
つ
い

て
、
縦
覧
を
行
い
ま
す
。

期
間　
１
月
７
日
㈬
～
20
日
㈫

縦
覧
場
所　
下
水
道
課
、
都
市
計
画

課
、
大
和･

塩
沢
市
民
セ
ン
タ
ー

意
見
書
の
提
出

市
民
と
そ
の
利
害
関
係
人
は
、
縦

覧
期
間
中
に
意
見
書
を
提
出
で
き
ま

す
。
住
所
、
氏
名
、
電
話
番
号
を
記

入
し
た
意
見
書
（
様
式
自
由
）
を
縦

覧
場
所
に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

い
た
だ
い
た
意
見
は
、
そ
の
要
旨

を
審
議
の
判
断
材
料
の
一
つ
と
し
て

都
市
計
画
審
議
会
に
提
出
し
ま
す
。

問
下
水
道
課 

下
水
道
工
務
係

�
☎
７
７
４・２
７
４
０

自
動
車
か
ら
の
水
は
ね
に
注
意
し

て
歩
行
者
に
や
さ
し
い
運
転
を

自
動
車
を
運
転
す
る
際
は
、
歩
行

者
に
水
し
ぶ
き
を
か
け
な
い
よ
う
に

注
意
し
ま
し
ょ
う
。

道
路
交
通
法
で
は
、「
運
転
者
の

遵
守
事
項
」
と
し
て
水
た
ま
り
な
ど

を
通
行
す
る
時
の
守
る
べ
き
事
項
と

な
っ
て
い
ま
す
。

特
に
消
雪
パ
イ
プ
路
線
な
ど
水
た

ま
り
の
あ
る
場
所
で
は
、
歩
行
者
に

配
慮
し
て
徐
行
す
る
な
ど
、
思
い
や

り
を
持
っ
た
運
転
を
し
ま
し
ょ
う
。

問
環
境
交
通
課

�

☎
７
７
３・６
６
６
６

雪
崩
に
ご
注
意
を

降
雪
が
続
く
時
期
や
融
雪
期

は
、
雪
崩
が
起
こ
り
や
す
く
な
り

ま
す
。
雪
山
や
ス
キ
ー
場
な
ど
で

は
、
危
険
な
場
所
に
近
づ
か
な
い

よ
う
に
し
ま
し
ょ
う
。

雪
崩
の
兆
候
や
危
険
な
場
所
を

見
つ
け
た
ら
、す
ぐ
に
避
難
し
て
、

建
設
課
や
南
魚
沼
地
域
振
興
局
に

ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

問
建
設
課 

維
持
管
理
班

�

☎
７
７
３・６
６
７
４

夜
間･

休
日
☎
７
７
３・６
６
６
０

南
魚
沼
地
域
振
興
局 

地
域
整
備

部 

治
水
課�

☎
７
７
２・７
９
５
９

ス
キ
ー
場
リ
フ
ト
券

市
民
割
引
券
を
配
布
し
ま
し
た

市
報
12
月
号
に
、
南
魚
沼
市
内

の
ス
キ
ー
場
で
利
用
で
き
る
割
引

券
を
折
り
込
み
で
配
布
し
ま
し
た
。

冬
の
運
動
不
足
解
消
や
健
康
増
進

の
た
め
、
ス
キ
ー
場
で
体
を
動
か

し
ま
し
ょ
う
。
詳
細
は
折
込
チ
ラ

シ
ま
た
は
Ｑ
Ｒ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

問
商
工
観
光
課

�

☎
７
７
３・６
６
６
５

詳しくは

民
生
委
員
・
児
童
委
員
の
委
嘱

塩
沢
地
域
の
石
打
地
区
〔
関
区

北
側
〕
を
担
当
す
る
民
生
委
員
・

児
童
委
員
が
１
月
１
日
付
で
厚
生

労
働
大
臣
か
ら
委
嘱
さ
れ
ま
し
た
。

氏
名　
上
村 

晃
子
さ
ん

�

☎
７
８
３・２
４
６
０

民
生
委
員
・
児
童
委
員
は
、
み

な
さ
ん
の
立
場
で
心
配
ご
と
や
困

り
ご
と
を
解
決
す
る
お
手
伝
い
を

し
ま
す
。

問
福
祉
課 

福
祉
総
務
係

�

☎
７
７
３・６
６
６
７

令
和
８
年
度
住
民
健
診
調
査

票
を
提
出
し
て
く
だ
さ
い

住
民
健
診
調
査
票
を
、
12
月
下

旬
に
全
世
帯
へ
発
送
し
ま
し
た
。

令
和
８
年
度
に
実
施
す
る
健
診

状
況
調
査
と
、
住
民
健
診
の
申
し

込
み
を
兼
ね
て
い
ま
す
。

※
住
民
健
診
を
希
望
し
な
い
場
合

も
ご
提
出
く
だ
さ
い

が
ん
検
診
を
含
む
住
民
健
診

は
、
す
べ
て
申
込
制
で
す
。
申

し
込
み
漏
れ
が
な
い
よ
う
に
、

ご
注
意
く
だ
さ
い

※
令
和
８
年
度
か
ら
す
べ
て
の
住

民
健
診
会
場
は
「
ゆ
き
ぐ
に
健

友
館
Ａ
Ｉ
（
あ
い
）」
に
変
更

し
ま
し
た

住
民
健
診
調
査
票
の
記
入

対
象
と
な
る
年
齢
の
世
帯
全
員

分
の
項
目
を
ご
記
入
く
だ
さ
い

提
出
期
限　
１
月
30
日
㈮

提
出
方
法

・
同
封
の
返
信
用
封
筒
で
郵
送

・
保
健
課
、
本
庁
舎
総
合
窓
口
、

大
和
・
塩
沢
市
民
セ
ン
タ
ー
の

い
ず
れ
か
に
直
接
持
参

・
市
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
（
Ｑ
Ｒ
）
か

ら
入
力

問
保
健
課 

☎
７
７
３・６
８
１
１

詳しくは

コンビニ交付サービスが一時停止します

　国がすすめる自治体システム標準化への対応に
伴う住民情報システム移行作業を行うため、各種
証明書のコンビニ交付ができなくなります。ご不
便をおかけしますが、ご理解をお願いします。
停止期間（予定）
　１月30日㈮18：00～２月17日㈫６：30
問市民課 市民班　☎７７３・６６６１

相
談
・
催
し
・
募
集

く
ら
し
・
健
康
・
福
祉

子
育
て
・
教
育

文
化
・
ス
ポ
ー
ツ

掲　
示　
板


